
議案第1 8号

三朝町特別会計設置条例の一部改正について

次のとおり三朝町特別会計設置条例の一部を改正することについて､地方自治法(昭和

2 2年法律第6 7号)第9 6粂第1項の規定により､本議会の議決を求める｡

平成9年3月10日

三朝町長　安　田　真　一　郎

平　成9年3月21日原寮可決

三朝町議会議長番,相克津具

●



三朝町条例第　　号

三朝町特別会計設置条例の一部を改正する条例

三朝町特別会計設置条例(昭和3 9年三朝町条例第1号)の一部を次のように改正する｡

第1条の表中

三朝町農業集落排水処理事業特別会計 農業集落排水処理事業

三朝町集落排水処理事業特別会計 僞�h�x飄)�X�yﾘ馼ｼjI}�ｼh�x飄)�X�yﾒ�
事業､小規模集落排水処理施設整備事業 

改める｡

第2条の表中

三朝町下水道事業特別 �ｩ�Y;俶yw�{ⅸ岔�Y;倬hｼh��下水道事業費､借入金の償還事 入､国県支出金､一般会計繰 仞�ｷ�-�y育�+ｸ,ﾉ�ﾈ�辷�ｾ��
会計 �?ﾈｾ�IX�%8ｾ�I*ﾈﾜ(+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾂ���?ﾈｾ��

三朝町下水道事業特別 �ｩ�Y;俶yw�{ⅸ岔�Y;倬hｼh��下水道管理費並びに下水道事 入､国県支出金､一般会計繰 仂iNⅸ妺?ﾈｾ�,ﾈ�ｭ(ｾ�ｷ�-�y��
会計 �?ﾈｾ�IX�%8ｾ�I*ﾈﾜ(+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾂ���?ﾈｾ��子その他諸支出金 

三朝町農業集落排水処 俶yw�{ⅹZｩ%8ｾ�Hﾊx辷�ｾ�B�農業集落排水処理事業費､借 一般会計繰入金､町債その他 �5h衒,ﾈ�ｭ(ｾ�ｷ�-�y育�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

理事業宿所会計 �,ﾈ��?ﾈｾ��の諸支出金 

-◆一一一 

朝了集洛排水事 特別会計 
使用料､分担金､県支出金､
一般会計繰入金､町債その他

の諸収入金

集落排水処理管理費並びに集 
落排水処理事業費､借入金の 
償還金及び利子その他の諸支 
出金 

●

改める｡

附　則

この条例は､平成9年4月1日から施行する｡


